
 1

 

平成 20 年度の政府統計共同利用システムの各府省利用料金について 

 

 

平 成 １ ９ 年 ７ 月 ４ 日 

統計調査等業務最適化推進協議会決定案 

 

 

 統計調査等業務の業務・システム最適化計画（2006 年（平成 18 年）3月 31 日各府

省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づく 2008 年度（平成 20 年度）の統

計調査等業務に係る各府省共同利用型システム（以下「政府統計共同利用システム」

という。）の運営に関し、各府省が負担する利用料金は、下記に基づき算出する。 

 

 

記 

 

 

１．政府統計共同利用システムの運営に要する費用のうち、次に掲げる政府統計共同

利用システムの運用・保守等に要する経費を各府省その他の利用機関が負担する利

用料金の対象とする。なお、⑦、⑧及び⑨に該当する費用の総額は、それ以外の費

用総額の 100 分の 15 に相当する額を充てる。 

① 政府統計共同利用システムの機器等借料 

② 政府統計共同利用システムの運用・保守に係るＳＥ等経費 

③ 政府統計共同利用システムの操作研修費 

④ 政府統計共同利用システムの運用において用いる情報取得費 

⑤ 政府統計共同利用システムの運用・保守に係る施設使用に係る費用 

⑥ 政府統計共同利用システムのインターネット接続料及び回線使用料 

⑦ 政府統計共同利用システムの機能改善等の開発経費 

⑧ 政府統計共同利用システムの運用・保守に係る消耗品費・備品費 

⑨ その他政府統計共同利用システムの運用・保守に係る雑役務費 

 

２．各府省が分担する政府統計共同利用システムの利用料金については、短期的なシ

ステム利用の観点からの費用分担とし、統計調査等業務の特性を踏まえ、及び統計

調査等業務の最適化を推進する観点に立脚しつつ、各種の客観性を有する指標を組

み合わせて設定することを基本的な考え方とする。 

 

３．政府統計共同利用システムの各府省の利用料金（年額）は、(1)①及び②並びに

(2)の各指標に基づく算定基礎数の合計について次表に掲げる区分に該当する料金

基礎額並びに(3)の料金基礎額を合算した額とする。 

 

資料１ 
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区分 算定基礎数 

第Ⅰ区分 算定基礎数 100 未満 

第Ⅱ区分 算定基礎数 100 以上 300 未満 

第Ⅲ区分 算定基礎数 300 以上 600 未満 

第Ⅳ区分 算定基礎数 600 以上 1,000 未満 

第Ⅴ区分 算定基礎数 1,000 以上 

(1) 利用職員指標 

① 霞が関ＷＡＮ利用職員数 

 霞が関ＷＡＮの基本サービスに係る利用料金算定対象職員数及び料金区分

に準ずる。 

区分 職員規模 算定基礎数 

Ａクラス 職員規模 100 人未満 33

Ｂクラス 職員規模 100 人以上 1,000 人未満 66

Ｃクラス 職員規模 1,000 人以上 2,500 人未満 132

Ｄクラス 職員規模 2,500 人以上 4,000 人未満 197

Ｅクラス 職員規模 4,000 人以上 263

注）霞が関ＷＡＮ利用機関が同一省内で複数存在しているときは、これらの霞が関ＷＡＮ

利用料金の算定対象職員数を合算の上適用する。 

 

② 統計関係職員数 

 統計基準年報で公表される国の統計関係職員数（地方支分部局を除く。）に

よる。 

区分 職員規模 算定基礎数 

Ａクラス 職員規模 0人 0

Ｂクラス 職員規模 150 人未満 110

Ｃクラス 職員規模 150 人以上 300 人未満 331

Ｄクラス 職員規模 300 人以上 450 人未満 551

Ｅクラス 職員規模 450 人以上 735

 

(2) 利用事業指標 

 各府省が所管する統計調査に係る客体数を勘案した計数の合計による。 

区分 統計調査数規模 算定基礎数 

Ａクラス 統計調査数規模 0 0

Ｂクラス 統計調査数規模 150 未満 108

Ｃクラス 統計調査数規模 150 以上 300 未満 324

Ｄクラス 統計調査数規模 300 以上 450 未満 540

Ｅクラス 統計調査数規模 450 以上 899

注１）届出統計調査、廃止した統計調査及び今後実施の予定がない統計調査並びに産業連

関表の作成のみを目的とした統計調査を除く。 
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注２）各統計調査における客体数を勘案した計数は、１回の調査客体数に年間調査回数を

乗じ、又は１回の調査客体数を当該周期（年単位）で除して求める年間ベースに換算し

た換算客体数に応じて次表に掲げる計数を用いる。 

区分 統計調査規模 計数 

小規模 換算客体数 5,000 未満の統計調査 1

中規模 換算客体数 5,000 以上 50,000 未満の統計調査 10

大規模 換算客体数 50,000 以上の統計調査 40

 

(3) その他 

 総務省は、上記のほか、１に掲げる費用の 33％に相当する額を料金基礎額とす

る。 

 



 

政府統計共同利用システムの各府省利用料金に係る平成 20 年度予算概算

要求について 

 

平 成 １ ９ 年 ７ 月 ４ 日 

統計調査等業務最適化推進協議会決定案 

 

 

 政府統計共同利用システムの各府省利用料金に係る平成 20 年度予算概算要求につ

いては、予算枠の貸借により総務省において一括して行う。 

 

資料２ 



 

政府統計共同利用システムの利用機関について 

 

平 成 １ ９ 年 ７ 月 ４ 日 

統計調査等業務最適化推進協議会決定案 

 

 統計調査等業務の業務・システム最適化計画（2006 年（平成 18 年）3月 31 日各府

省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づく各府省共同利用型システム（以

下「政府統計共同利用システム」という。）の利用機関については、下記のとおりと

する。 

 

記 

 

１ 「統計調査等業務最適化推進協議会について」（2006 年（平成 18 年）3 月 31 日

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）の２の構成員に掲げる府省（以下

「構成府省」という。）のほか、霞が関ＷＡＮの利用機関、総合行政ネットワーク

（ＬＧＷＡＮ）の参加団体及び広域的なネットワークを介して霞が関ＷＡＮと接続

することが認められている国の機関は、政府統計共同利用システムの利用機関とな

ることができる。 

 

２ 構成府省以外の機関又は団体が政府統計共同利用システムの利用機関となる場

合（構成府省その他の利用機関の委託を受けて政府統計共同利用システムを利用す

る場合を除く。）は、統計調査等業務最適化推進協議会の承認を得るものとする。 

 

３ ２に基づき利用機関の承認を得た構成府省以外の機関又は団体に係る利用料金

については、統計調査等業務最適化推進協議会の意見を踏まえて、運用管理機関に

おいて定めるものとする。 

 

 

資料３ 



霞が関ＷＡＮの利用について 

 

平 成 １ ４ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

行政情報化推進各省庁連絡会議幹事会了承 

 

 国の行政機関等における霞が関ＷＡＮの利用については、今後、下記の方針に基づ

くものとする。 

 

記 

 

１ 行政機関等  

 各府省等（外局、地方支分部局、施設等機関等を含む）、内閣に置かれる機関、

人事院及び会計検査院は霞が関ＷＡＮを利用することができるものとする。 

 

２ 独立行政法人等  

 独立行政法人、特殊法人、認可法人であって、国の事務・事業を遂行する上で特

に必要性が認められるものについては、霞が関ＷＡＮを利用することができるもの

とする。 

 

３ 行政機関等以外の国の機関及び地方公共団体  

 司法機関、地方公共団体等の公的機関については、当該機関を結ぶ広域的なネッ

トワークを介して霞が関ＷＡＮと接続することができるものとする。 

 

４ その他  

(1) 上記１及び２に掲げる機関が霞が関ＷＡＮを利用しようとする場合は、霞が

関ＷＡＮ利用機関連絡協議会の承認を得るものとする。 

 

(2) 上記３に掲げる機関を結ぶ広域的なネットワークと霞が関ＷＡＮとを接続し

ようとする場合は、必要な調整を行った上で、霞が関ＷＡＮ利用機関連絡協議

会の承認を得るものとする。 

 

(3) 「霞が関ＷＡＮの今後の展開について」（平成９年３月２６日行政情報システ

ム各省庁連絡会議幹事会了承）は廃止する。  

 

参考１ 



統計調査等業務最適化推進協議会
構成府省

統計調査等業務最適化推進協議会
構成府省

霞が関ＷＡＮ霞が関ＷＡＮ

政府統計共同利用システム
【運用管理機関：（独）統計センター】

政府統計共同利用システム
【運用管理機関：（独）統計センター】

総合行政ネットワーク
（ＬＧＷＡＮ）

総合行政ネットワーク
（ＬＧＷＡＮ）

霞が関ＷＡＮとの接続
が認められている国
の機関のネットワーク

霞が関ＷＡＮとの接続
が認められている国
の機関のネットワーク

霞が関ＷＡＮ
利用機関

霞が関ＷＡＮ
利用機関 ＬＧＷＡＮ参加団体ＬＧＷＡＮ参加団体

霞が関ＷＡＮと接続
が認められている国
の機関

霞が関ＷＡＮと接続
が認められている国
の機関

統計調査等業務最適化推進協議会の承認により、政府統計共
同利用システムの利用機関とすることができる機関・団体

統計調査等業務最適化推進協議会の承認により、政府統計共
同利用システムの利用機関とすることができる機関・団体政府統計共同利用システムの利用機関政府統計共同利用システムの利用機関

・人事院

・内閣府

・宮内庁

・公正取引委員会

・警察庁

・金融庁

・総務省

・法務省

・外務省

・財務省

・文部科学省

・厚生労働省

・農林水産省

・経済産業省

・国土交通省

・環境省

・防衛省（防衛施設庁）

・司法機関（裁判所）・会計検査院

・日本銀行

等

・都道府県

・市区町村

等

政府統計共同利用システムの利用機関の体系図
参考２

統計調査等業務最適化推進協
議会構成府省を除く




